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議案第69号

　　　�福岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例の一部を改正

する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和 6年 ２月２6日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一

部改正に伴い、指定居宅介護支援事業者に対し身体的拘束等を禁止する等の必要があるによ

る。

　　　�福岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例の一部を改正

する条例

　福岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例（平成２6年福岡市

条例第２7号）の一部を次のように改正する。

　第 6条第 ３項第 ２号中「同一敷地内にある」を削る。

　第 7条第 ２項を次のように改める。

２ �　指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、居宅サービス計画が第 ４条に定める基本方針及び利用者の希望に

基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう

求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。

　第 7条中第 ３項を第 ４項とし、第 ２項の次に次の 1項を加える。

３ �　指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、前 6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅

サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護

（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス

計画の数が占める割合及び前 6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居
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宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス

事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説

明を行い、理解を得るよう努めなければならない。

　第 9条の次に次の 1条を加える。

　（身体的拘束等の禁止）

第�9 条の ２　指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束その他利用者の行動を制限する行為（次項において「身体的拘束等」という。）を行っ

てはならない。

２ �　指定居宅介護支援事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

　　　附　則

　この条例は、令和 6年 ４月 1日から施行する。


